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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
企
画
調
整
部
企
画
課
）…
�

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
認
可
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
監
）

○
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
失
効
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
低
Ｎ
Ｏ
ｘ

・
低
Ｃ
Ｏ
２

小
規
模
燃
焼
機
器
の
認
定
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
大
気
保
全
課
）…
�

規

則

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
七
十
六
号

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
規
則

第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
」
を
「
十
七
万
一
千
六
百

五
十
円
」
に
、
「
七
万
二
千
九
百
九
十
円
」
を
「
七
万
三
千
九
十
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要

す
る
状
態
の
項
中
「
八
万
三
千
四
百
八
十
円
」
を
「
八
万
五
千
七
百
八
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」

と
い
う
。
）
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補

償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

適
用
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
規
定
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
た
介
護
補
償
（
適
用
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
係
る
分
に
限

る
。
）
は
、
新
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
虎
ノ

門
一
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
七
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

登
録
番
号

第
六
十
九
号

二

生
産
事
業
者

㈠

氏
名

平
野

雄
大

㈡

住
所

東
京
都
あ
き
る
野
市
切
欠
一
九
四
三

三

生
産
事
業
の
内
容

幼
苗
の
育
成
及
び
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育

成

四

事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地

平
野
農
園

東
京
都
あ
き
る
野
市
切
欠
一
九
四
三

一

登
録
番
号

第
七
十
号

二

生
産
事
業
者

㈠

氏
名

株
式
会
社

木
林
士

代
表
取
締
役

水
出

健
二

㈡

住
所

東
京
都
八
王
子
市
下
恩
方
町
一
三
八
一

三

生
産
事
業
の
内
容

幼
苗
の
育
成
及
び
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育

成

四

事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地

株
式
会
社

木
林
士

東
京
都
八
王
子
市
下
恩
方
町
一
三
八
一

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

ザ
番
町
ハ
ウ
ス

千
代
田
区
二
番
町
七
番
地
六

し
ま
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
飯

田
橋

新
宿
区
西
五
軒
町
十
一
番
十
号

ニ
チ
イ
ホ
ー
ム
中
野
南
台

中
野
区
南
台
三
丁
目
二
十
六
番
二
十

四
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二

十
二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施

設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

安
田
病
院

大
田
区
大
森
北
一
丁
目
十
一
番
十
八

号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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告

示
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２５２条

の
３２第

２
項

の
規
定
に
よ
り
、
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
３
年
６
月
２３日

東
京
都
監
査
委
員

山
内

晃

東
京
都
監
査
委
員

早
坂

義
弘

東
京
都
監
査
委
員

茂
垣

之
雄

東
京
都
監
査
委
員

岩
田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松
本

正
一
郎

１
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び

住
所氏

名
住

所

白
山

真
一

文
京
区
水
道
二
丁
目
１５番

７
－
３０８号

金
志
煥

兵
庫
県
神
戸
市
北
区
花
山
中
尾
台
二
丁
目
３
番
地

の
６

橘
髙

英
治

大
阪
府
豊
中
市
刀
根
山
元
町
４
番
３７号

石
村

英
雄

大
田
区
久
が
原
四
丁
目
２９番

１
号

ダ
イ
ヤ
ハ
イ

ツ
久
が
原
３０１号

岩
崎

康
子

千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
４
番
地
１５

レ
ス

プ
リ

ヴ
ァ
ル
ー
ル
５０２号

作
本

遠
江
東
区
大
島
一
丁
目
８
番
２３－

１００３号

内
野

恵
美

練
馬
区
豊
玉
中
二
丁
目
１０番

８
号

フ
ァ
ミ
ー
ユ

豊
玉
５０１号

室

松
永

好
司

文
京
区
小
日
向
一
丁
目
２４番

１０号
ジ
ュ
ネ
ス
小

日
向

林
伸
一

愛
知
県
弥
富
市
鯏
浦
町
上
六
４６番

地
１０

２
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
当
該
事
務

を
補
助
で
き
る
期
間

令
和
３
年
６
月
２３日

か
ら
令
和
４
年
３
月
３１日

ま
で

公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
失
効
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
が

効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百

四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。令

和
三
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｘ

二

代
表
者
の
氏
名

井
上

斉

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

台
東
区
根
岸
一
丁
目
五
番
十
二
号

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
三
年
四
月
十
三
日

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
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二

代
表
者
の
氏
名

阿
部

陽
一
郎

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

国
分
寺
市
新
町
一
丁
目
十
八
番
地
九

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
三
年
四
月
十
八
日

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

府
中
市
西
府
町
五
丁
目
二
十
二
番

一

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

東
久
留
米
市
小
山
三
丁
目
四
百
六

十
七
番
一
及
び
同
番
六

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
賀
美

誠

清
瀬
市
竹
丘
三
丁
目
千
五
百
四
十

六
番
三
十
三

清
瀬
市
竹
丘
三
丁
目
十
六
番
十

四
号

島
崎
仙
五
郎

低
Ｎ
Ｏ
ｘ

・
低
Ｃ
Ｏ
２

小
規
模
燃
焼
機
器
の
認
定
に
つ

い
て

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
第
百
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
窒
素
酸
化
物
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
が
少
な
い
と
認
め
ら

れ
る
機
器
に
つ
い
て
、
東
京
都
低
Ｎ
Ｏ
ｘ

・
低
Ｃ
Ｏ
２

小
規
模
燃
焼
機

器
認
定
要
綱
（
平
成
元
年
二
月
十
六
日
付
六
十
三
環
大
規
第
二
百
二

号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
認
定
し
た
の
で
、

同
要
綱
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

認
定
し
た
機
器
等

㈠

グ
レ
ー
ド
Ａ
Ａ

別
記
一
の
と
お
り

㈡

グ
レ
ー
ド
Ａ

別
記
二
の
と
お
り

二

認
定
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
十
七
日
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